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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和3年6月10日(2021.6.10)

【公表番号】特表2020-517584(P2020-517584A)
【公表日】令和2年6月18日(2020.6.18)
【年通号数】公開・登録公報2020-024
【出願番号】特願2019-553045(P2019-553045)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   5/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  49/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   5/055    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  24/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  33/56     (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  33/50     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  24/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ    5/00     ＣＳＰＤ
   Ａ６１Ｋ   49/10     　　　　
   Ａ６１Ｂ    5/055    ３８３　
   Ｇ０１Ｎ   24/00     １００Ｂ
   Ｇ０１Ｒ   33/56     　　　　
   Ｇ０１Ｒ   33/50     　　　　
   Ｇ０１Ｎ   24/08     ５１０Ｌ

【手続補正書】
【提出日】令和3年4月20日(2021.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）の化合物であって、
　Ａ１－Ｘ１－Ｘ２－Ａ２　（Ｉ）
式中、
　Ａ１は有機基であるか；またはＡ１は親水性基もしくは水素原子であり；
　Ａ２はＭＲＩ造影剤部分であり；
　Ｘ１は疎水性基であり；
　Ｘ２は直接結合、有機基、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（＝Ｏ）－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ
－Ｓ－、－Ｎ＝、＝Ｎ－、－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ＝Ｎ－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ（Ｈ）－Ｎ＝Ｎ－
、－Ｎ（ＯＨ）－、または－Ｎ（＝Ｏ）－である、前記化合物。
【請求項２】
Ａ１が、カルボン酸基、カルボン酸アニオン、またはカルボン酸エステルである、請求項
１に記載の化合物。
【請求項３】
　前記ＭＲＩ造影剤部分が、１６００Ｄａ以下、１５００Ｄａ以下、または１４００Ｄａ
以下、または１３００Ｄａ以下、または１２００Ｄａ以下、または１１００Ｄａ以下、ま
たは１０００Ｄａ以下の分子量を有する、請求項１に記載の化合物。
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【請求項４】
　前記ＭＲＩ造影剤部分が有機金属部分、ガドテル酸部分、ガドペンテト酸、またはこれ
らのいずれかの薬剤的に許容される塩である、請求項１に記載の化合物。
【請求項５】
　前記ＭＲＩ造影剤部分が式：
【化１】

の部分である、請求項１に記載の化合物。
【請求項６】
　Ｘ１が置換されていてもよいＣ１２～２２ヒドロカルビレン、Ｃ１２～２２アルキレン
基、－（ＣＨ２）１２－、－（ＣＨ２）１４－、－（ＣＨ２）１６－、－（ＣＨ２）１８

－、－（ＣＨ２）２０－、または－（ＣＨ２）２２－、－（ＣＨ２）１６－、－Ｃ（＝Ｏ
）－からなる群から選択される、請求項１に記載の化合物。
【請求項７】
　式：
【化２】

の化合物またはその薬剤的に許容される塩である、請求項１に記載の化合物。
【請求項８】
　請求項１に記載の化合物；および
　タンパク質であって、ヒト血清アルブミンであるか、または配列がヒト血清アルブミン
の配列と５０％以上同一であるタンパク質である、前記タンパク質、
を含んでなる診断用組成物。
【請求項９】
　前記タンパク質がヒト血清アルブミンである、請求項８に記載の診断用組成物。
【請求項１０】
　水を含む担体をさらに含んでなり、前記化合物および前記タンパク質が前記担体によっ
て溶媒和されている、請求項８に記載の診断用組成物。
【請求項１１】
　前記化合物および前記タンパク質が、１０２Ｍ－１以上、または１０３Ｍ－１以上、ま
たは１０４Ｍ－１以上、または１０５Ｍ－１以上の結合定数（Ｋｂ）で互いに非共有結合
している、請求項８に記載の診断用組成物。
【請求項１２】
　請求項８に記載の診断用組成物であって、前記組成物中９０重量％以上、または９５％
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重量％以上、または９７重量％以上、または９９％重量％以上の前記化合物が１０２Ｍ－

１以上、または１０３Ｍ－１以上、または１０４Ｍ－１以上、または１０５Ｍ－１以上の
結合定数（Ｋｂ）でタンパク質に結合している、前記診断用組成物。
【請求項１３】
　前記組成物中９０重量％以上、または９５重量％以上、または９７重量％以上、または
９９重量％以上のタンパク質結合粒子が、５ｎｍ以下または４ｎｍ以下の動的光散乱で測
定した半径を有する、請求項１２に記載の診断用組成物。
【請求項１４】
　前記診断用組成物が、哺乳動物への非経口投与または静脈内投与に適している、請求項
８に記載の診断用組成物。
【請求項１５】
　式（Ｉ）の化合物であって、
　Ａ１－Ｘ１－Ｘ２－Ａ２　（Ｉ）
式中、
　Ａ１は有機基であるか；またはＡ１は親水性基もしくは水素原子であり；
　Ａ２はＭＲＩ造影剤部分であり；
　Ｘ１は疎水性基であり；
　Ｘ２は直接結合、有機基、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（＝Ｏ）－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ
－Ｓ－、－Ｎ＝、＝Ｎ－、－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ＝Ｎ－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ（Ｈ）－Ｎ＝Ｎ－
、－Ｎ（ＯＨ）－、または－Ｎ（＝Ｏ）－であり、ＭＲＩ造影剤部分およびタンパク質結
合部分を含んでなる化合物と；
　タンパク質であって、ヒト血清アルブミンであるか、または配列がヒト血清アルブミン
の配列と５０％以上同一であるタンパク質である、前記タンパク質と；
　水を含んでなる担体と；
を含んでなる診断用組成物であって、
　前記化合物および前記タンパク質が、１０２Ｍ－１以上、または１０３Ｍ－１以上、ま
たは１０４Ｍ－１以上、または１０５Ｍ－１以上の結合定数（Ｋｂ）で互いに非共有結合
しており、
　前記化合物および前記タンパク質が前記担体によって溶媒和されている、前記診断用組
成物。
【請求項１６】
　前記タンパク質がヒト血清アルブミンである、請求項１５に記載の診断用組成物。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の診断用組成物であって、前記組成物中９０重量％以上、または９５
％重量％以上、または９７重量％以上、または９９％重量％以上の前記化合物が１０２Ｍ
－１以上、または１０３Ｍ－１以上、または１０４Ｍ－１以上、または１０５Ｍ－１以上
の結合定数（Ｋｂ）でタンパク質に結合している、前記診断用組成物。
【請求項１８】
　前記組成物中９０重量％以上、または９５重量％以上、または９７重量％以上、または
９９重量％以上のタンパク質結合粒子が、５ｎｍ以下または４ｎｍ以下の動的光散乱で測
定した半径を有する、請求項１７に記載の診断用組成物。
【請求項１９】
　前記医薬組成物が、哺乳動物への非経口投与または静脈内投与に適している、請求項１
５に記載の診断用組成物。
【請求項２０】
　式（Ｉ）の化合物であって、
　Ａ１－Ｘ１－Ｘ２－Ａ２　（Ｉ）
式中、
　Ａ１は有機基であるか；またはＡ１は親水性基もしくは水素原子であり；
　Ａ２はＭＲＩ造影剤部分であり；
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　Ｘ１は疎水性基であり；
　Ｘ２は直接結合、有機基、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｓ（＝Ｏ）－、－Ｓ（＝Ｏ）２－、－Ｓ
－Ｓ－、－Ｎ＝、＝Ｎ－、－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ＝Ｎ－Ｎ（Ｈ）－、－Ｎ（Ｈ）－Ｎ＝Ｎ－
、－Ｎ（ＯＨ）－、または－Ｎ（＝Ｏ）－である化合物を対象に投与することと；
　癌性腫瘍の細胞外液中の、前記対象の１以上の組織の細胞外液中の、前記対象の脈管系
中の、または前記対象の肝臓組織の細胞外液中の、前記化合物またはその代謝産物の存在
または濃度を検出することと、
を含んでなる、癌診断法。
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